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平成29年度　第4回

村上市国民健康保険運営協議会

芸主
藏我

　　平成30年2月1目
会場村上市役所5階第4会議室
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平成29年度　第1　li．i村］二巾国民健唐｛呆険運営協議全

｜ 開　会

挨　拶

出席委員数の報告

会議録署名委員の†b名

報　告

会 次

†

場

日

会

蓄 第

1二成3〔〕年2月　L日（木）

h麦2時から

村．ヒ市役所5　lt，．第4会議室

　（1）平成130午度国民健康保険特別会計予算（案）にっいて　　ttt…資料t

　（2）村ヒ市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資〕ξ斗2　（当1ヨ目己W了）

　（3）村上市国民健康保険給付等準備基全条例の一一剖1を改正する条例（案）

　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……資料3

5　議　事

ω杜け国民健康閑倹税率改定の諮問及び答申につし・て　一・・資料4

　（2）村．LIIj第2期国民健康保険データヘルス計画及び村・ヒ市第3期特定

　　　健康鵬査・特定保健指導実施計画（素案）のパブリックコメント実

　　　施結果の公表と言楠案の調製・答申について　……欝［5（当晒．布）

6　　そのイ：el、

ω齢蜘三に伴疎嚇会委昌の任鞭甦次期類の委卿。ついて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料6　（当E晒己布）

　（2）　・そ・a）・ftb，
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平成30年度　村上市国民健康保険
特別金計予算（案）の概要

　市織の健康増進と制度の蜜定運懲緋ヨ指して
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平成30鞭村上市眠健康保険牛親陰計預（案）の概要

絨3°鞭相・繭民健繍倹似下閉姉国偏蹄月桧計算簾）醐要を
ご説明します。

◇◇　はじめに　◇◇

1調健鰍険は・酬者噸等順さ伽すべての劫・厭し、編目の醜齢｝倹
の轍として・圭繊鹸の確保や繊齪の鯨の／精増元笙に大きく寄れてきました

が急猷高蹴礎展や繊継の醐U⑭搬ぽヒぷ鯛瀦の年繍成縞く
医麟・繊が高い・所齢叔・る駅鵬担樋い姪とい・た、髄的鍋題を数多
く抱えており・綱附国保の財蜘塁営｝排常に顕．川斑1に鋤鋼。

平成2咋5月に頗した時繊§巨な医麟幽渡を繊するため噸躍康微
働一『搬斑する法衡により・rz成3・鞭から髄糠が酔の姻瀧の難
ぷとなり安蜘醐聴営や効鞠勺漣難営の確僻において1・賦搬割雄
うことになります。しかし、資格管理R保険給付、保険税の賦課微収、保健事業などは

引き艇綱τ柚ミ肪ものとされ・微者であることには変わり劫総ん。

iH・市では噺繊の国髄営方針幽まえ噺潟酬民健蘇険醐会議など樋
じて県糖聴絵及び県内情ぷ・艦、澆を図り、端肢一のス2－x・　一ズ鰺行
と村］r（i］9保σ）安疋的な運営に努めてまいります。

◇◇　村上市国保被保険者の状況　◇◇

杜肺国保の衡鹸者は、毎年減少傾向にあります。

平成30年度は次のとおり見込んでいます。

＼、　　＼＼　　　年度　　　　＼

題二二＼＼世帯数（世帯）
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

（9月末）

30年度
（見込）

9，935 9，637 9，389 9，134 8，694 8，469

一般被保険者（人） 15，666 15，094 14，664 ］叱285 13β33
　　一・
］3，016

退職被保険者（人） L505
1，269 988 685 385 210

　
　
（
再
掲
）
介
護
分
一

6，527 5，938 5，425 4，9］o 4β79 3β29

（再掲）盲醐高齢者 6β01 7，029 7，］73 7，250 7，16（1 7，工90

（再掲）70歳以．ヒ 3，430 3，404 3，283 3，125 3，］98
　　｝h
3，348

被保険者数合計（人）　　］7パ71 総，363 15，652 14，970 14，018 　一一］3，225
　　　　　　　　　　一一1・．　前年度比（人）…　　　　　｛『…一一

　前年度比（％）

　　△808『…一
△刀1 △682 △952 △793

　　△872＿一一＿＿」＿

　　△4．8一・一一一一一
△4フ △4．3 △4．3 △63 △5．6

※各年度年齢巨均数値

2



◇◇　村上市国保　歳入歳出の状況　◇◇

交付金分として交付されます。

そのため、県支患金は前年度

より大幅な増となり、歳入総

額の74．5％を占めています。

　・一般会計からの繰入金は、

国の示す繰入基準及び予算編

成通知に基づく繰入金を計上

し、法定外繰入は汀／）ていま

せん。

　平成30年麿村上〒「国1壬健康保険特別会計の歳入歳出蹟の総額は、それぞれ60P

81400万llで・縮劇ヒ〕5／＞400礁、20．7％の減額と勧ました．

大願臓額となった漂旦紬は、1順輝によ順険紺燈に対す碓頃担今細醐
・謙者効舗の交団1己赫から県に椥し、’（・t’わりに医療紺に腰櫨オ源として県

から普通交付金とし一㌧芝付されることになった二と、国保連合会が行っていた高額医療

批填P陣業が劇・されノここと等が挙げられます。

歳入のうち自主財源であ掴民健康保険税は県に納入する1繊願保縛糟綱
令の財源として必要額を算定するfi促みとなっf，一ため、平成30年度において税㍉C［定

を行うこととしています。国民健康保険税は歳入総額の17，6％にあたります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　466／91：F　Fil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16896『F円

1　国民健康保険手

　i，068，64ノ千日

　　176％

　県支出金
4，53］666千ff〕

　ノ4．s％

劇C’p－＃・・被保険者の医麟｝こあたる保険給臓を4蝶4，040万9－“／と見込みま

した。これは歳出総額の73，0％を占めています。

∫賊30年度からa噺たな歳研帽であ鏑民繊保険ヨ撲輸鮒金は、県から示さ
れた額と同額を計・一ヒしました。

れは歳出総額の23．7％を占

めています。なお、事業費納

付金には医療給付費分のほか、

後期高齢者支援金分と介護納

付金分が含まれます。

　保健事業費では、特定健

診・特定保健指導や人問ドッ

ク費用助成、医療費通知、ジ

J・t．ネリック賑薬品差額通邦な

どを盛り込みました。

3　国民健康保険

亨業費納付金

］，444、484千円

　　23フ％

4　保健事業費

G4’084－1：Fq　　　　そσ）｛白

　　　　　　134千円
　　　　　　n，4％

　保険給イ寸裂

4，44〔｝、409『F円



◇◇　村上市［笥保　歳入の費目別状況　◇◇

【歳入】

　　　　　　　款一　　　　　30幸度予算額

国民健康保険税 輻068、647

分担金及び負担全

使用料及び手数料

04　国庫支L島金

　　　　　　　　　　　　　　「05　県支出金
　．一」ヒ．一．．「」一一＾

4531，666
一 ．一．．『一

0
6
　
財
産
収
入
［
一
内 10

　　　　　　　‥巾『吊rO7　繰入金 　．　　．一『
466，791

08　繰越金 2

09　渚収入 11，206↓
療
養
給
付
費
等
交
付
金
、
一 0

（前期高齢者交付金）…Wi　　　　　一一
．

　『w⌒内

　　o

1壁竺支雌）
『．『〒“＿×

　　　0
（共同事業交付金）

j

（単位　千「D

29年怪算郵澱（3・－2・）

1，129，613 △60、966

＿＿＿＿　　　　4，928　　　　　　　　　　8、075

　　　　　　700　　　　　　　　　　800

　　　　　　　50　　　　　　1，558，613

歳　入　合　El

一．．一．．．一．－t．．．．一．；！．

6，084，000

　350，764

　　　　10

　51］、574

　　　　2

　u，203
　」．25，125

2，153，730

＿一一一＿＿一一．一…－1．

　　　1、8］8，490

　　　7，668、OOO

△3，］47

　　　　．．．『「一

　　一一．．一一
△1β58，563

　　　『『
4，180，902

o

一一．・一　　　一『一…一＿ルr〔×
　　　　△44、783．『一．

一頃一一w内

　　0
3

「　　　△125，125　　　　　　　　i．

△2，153，730

△］

　　一．」『一一了　・　　　　　　，㌔hr
　　△］β18，490－＾．．一．　「げ一

△］旦坦四

911国民健麟険税一疑算旦⊥螂』旦ま巴∠逝盤比．△鋤鎚丑且
1誠噸保険税は・県に系内X’d’る．撲費細金の購として必蜘を競一掲棚み

2・：　tftりました聡齢順分・後鵬縮又齢分、嬢紺f鋤肪劔汲保断
蜘職少剛蜘靴伴う公費の拡充等力ら前渡と1・徽して6，・96　コ」’　6・f－、F9　o、減と

なっています。

目 節　　　　　　30年度予算額 29年皮予算額 　　　　…「一比較（30．一』』29）

　　　　　　　　　　　一一．『〕∨コ．一　　　　　　　　　　　　　　　「一．＿×女
635，732 706，548 　　　一△70β16

介護納付金分現年謀税分
87β39 　　　　84β79－、＿「

2，760
後期高齢者文援金分現年課税分 268，0δ7 　　　225，285『一 　」『「

42，772
　　　　　　　　　　　　　　　　　『一医療給付費分滞納繰越分 39，030 46β］6

〔〕國

△7．286’
閲八i

　　　・『『介護納付金分滞納繰越分 7，045 8，430 　　　一△1β85
　　　　　　　後期高齢者支援金分滞納繰越分一「　　　　　　『

12，636 14，793 △2，］57

01　一般

被保険者

国民健康

保険税

　　　一・一

〇2　退職

被保険者

等国民健

康保険税

医療給付費分現年課税分．『」『一＿

8，992 23β53 △川36玉
1A一

一
［ルi介護細寸金分現年課税分　『～一

3，448 9，279
㌔

一△5β31
後期高齢者支援金分現干諜税分

・

『1『

　　　　3β79
　　　．
7，453

　一一一w　　　　　　　一
　　　△3，574『1一

　　　　1β63一 「w『　
2，015 △652

介誰納付金分聯麟桑越う〉
4］4 638 一『1．　　　　一　｛一＿＿．

　　　　△224
『肖一1

一1
　　　　　　　　　　　　　肖×「i後期高齢者支援金分滞納繰越分 　　　　　　．　　　　412．一．r－一・

一． 一『一一　
　　　　　624・一．吊 　　　サ

ム212
一　　　　　　　　　　　　　一一．合　　　　計 1，068，647

一

」，129，61」 1ス厄颪1・
i－・．＿

一 一

　．＿．1

遁．



　口民／是康保険税ばD・支23午劇・悦率を文定し・ていますが、被保険者数の滅少傾向

ばどに／こり歳入額も減少傾向が続いていま・1

【国ぼ移P次別決算額】

年声 23 、，…「25巾
26　　　　　　27

c巨位　　f－1［］）

、三足蹴7761・・Fyl3，　64’f 1，484，，193 ｜，398，739・　　　1．，287，16i
．．・－1

　　　28

　　1，247，246
tt．t－L－一．「，一一

壁L分担金及び創旦金一＿【予篁額＿4．92旦．モロ／敢埜遭旦．旦，141壬亘1旦

　特定健計緩診者の一部負担金です…成3（璃度から心電図、眼底検査σ）無償化を実

施する：一とにより減額となります。

03」吏酬及旦毯魁」芝篁鍾7G旺」巴／前年風△100干剛
保険税の収納に係る督促手数料（正件正00円）を計上しています。

已＿国庫圭坦金＿」予麺o…隆匿旦＿△1迎旦旦刊囲
　Ol　国庫補助金　　50千円（△tc6，723千円）

　　Ol　災害臨時特例補助金　　50τ川

　　東日木大震災被災者の療養の俘礼係る一部負］〔冷免除な図づ例措置の実施に対

　する捕助全（補助イミ7／10）

　※国庫補助金で平成30年度から予算計上しない科目

　　⊂）貝オ政‖周整交ず寸4≧　（△459，929：f・f’rD

　　　　交付先が県1移行するた屋）皆減

　　○｛蓮眠健康保険制度関係業務準侃｝9業費補助全（△6，794千日）

　　　　平成29年度限りのため皆減

耀塵支幽鋤ち）一一圃墜負担金は『薩LL．・匡ず．上△L螂，840干円）

　○療養給付費等負担金（△1，037，7g．3千円）

　　　交付先が県に移行するため皆減

　（⊃高額医療費共同事業負担金（△43，744・r円）

　　　交付先が県に移行するため皆減

　○特定健康診査等負担全（△10，383千ll）

　　　交付先が県に移行するため皆減（県負纏金に含まれる）

堕＿壁雌＿＿一」萱塾一旦31。66鉦田∠揃随£」18旦狸予旦ユ．

　Of坦負担令・補助金　　4，5311666「円（4，180，902千円）

　　Olずfi険給付費苧交付全　　　4，53｜β6（〕F円階増）
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　制度改平に1半い予算科目が変更となり鞍パされました。保険絢憤ぺ保健事業費等

の財源J’して県乃ら交付されるもの（ゾ。

　⊂）普壼う芝ず寸金フ＞　　　　4、4］7、7〔）4二fi　li’／

　　保険給付費の則源として交付されるものですu保険給付費に対する国・県の負担

金⇔醐高醒父イ捨等のほカ・而螺酪入する蝶費納椎を酬としていま
　す。金額は、県から示された額と同額を計上しました。

○特別入付金ノJ　　　　ll3，962；「円

　保健事業費等の財源として父付されるものです。

　・保険者努力支援分　　　　　　　30，608千円

　　　保険者努力支麟陵においてこ瞼29鞍の取蝿みに胴一る評価によって

　　交付されるものです。

　・特別調整交イ1金分（市町村い｝け）　42β35干円

　　　調整交付金の交付先は県となりましたが、特別調整交付金のうち市町村向け

　　の交付金が県から鮒されます．市瞬初特別な劇訓・ト」市では齢嫉患に

　係る給付が高いことなど）が考慮され算定されます。

　・都道府県繰入金（2号分）　　　　19，825千円

　　従来の支薮絵・漣・までは・丁棚村の保麟耕に綱．るll文り組み剛

　価され算睡娠いました・翼賊30年関現直しされること力状まっていま

　すが、内容は米定で’仁金額は県から示された金額と同額を計上しました。

　’＃寺疋㌧健亘2等負イ旦金　　　　　　　　　　　　　　20，〔］94　｛二Fij

　　特定健康診査及び特定保健指導の夫頒に要する対象黄用のうち、国と県がそ

　れぞtt　］／3に相当する額を負丁旦します。聾胤旦分は県1・・k・Nされることにな

　ったため、県から国負担分を合わせて2／3が交付されます、，

06財産収ム＿d＿一エー度比　増互鎚
　国民健康保険事莱財政調整基金（国民健康保険給付準備基金から名称変更の￥・定）の

利息収入を計一tしています。

07　繰入金　　　予　額理亙壬円／前年度比　△4生183干旺且

　01他会計繰入金　　466，791f円（△23，783千FD

　　O1…般会計繰入金　　466，791千円（△23，783千円）

　　○保険基盤安XL繰入金　271，389千円（△38，022千円）

　　　保険基盤安定制度は、低所得者に対する保険税軽減相当額を、国・都道府県が補

　　てんする保蹴蹴分（鰯割合・都道府県眠市糠・1／4＞と保険鰹減W
　　象となった…般破保険者数に応じて、保険税の一定割合を公費で補てんすることに

　　より、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険者支援分（負担割合：国1f2、

6



都三づ府県拠、市町村川）により帯戊されまづ・。

　・伊険税ig減分　｛71｝，637『F－｛〕（△27，479千I」D

　パ呆険者支援分　IOO，7r）2千川（△［0，543・臼D

○職員給与費等繰入金　　82，042「円（8，79i3千1「1）

　副民健康保険事パ費（人件費）にかかる傑入金

○出産育児一時全氷㍗入金　　正O，ooo下円（△1，20〔）千円）

と腰齪一塒金は・404，000円に産川嫉側1鞠劇6ρoo目棚］疑れ、殊
畑、」子につき120，000　n　e：なりまヲIL隆育児塒全所要額の2／1〕1賠額を．．般

拾斗力C国保特会へ繰り入れるものです。

○財政安定化支援事業繰入金　　72，513千円（7、573＝ftFrl）

保険者の責めに綿一ることができない特別時・情ド馴翻・多いことパ低所得

者が多いこと川病床数が多いこと］などに着目して繰入が認められているもので、

交付税戸ヤ置が講じられています。

〔）二事：務費私2人金　　　　　30，856　n］　（△917P「：Fl）

　国民健康保険事務費（入日費を除く）にかかる繰入全です。

○その他繰入金 1千円

※繰入金旦ち⊥旦金繊は壇註と堂ず二（△2止⑩型円上

　　”械29「度末基金残高（見込）8夏β10，08i日

Q旦1纏越金＿一＿【董鐘董一旦王巴遮生度比一増減なし】

　　前醜倖成29鞭）国櫟1寺勺・らの繰越金を・顯一日，、してし・ます。

皿諸収入　　工予算堕」1⊃q6千巴／前年度比一3干円】

　　01延滞金及び過料　　9，200千円（増減なし）

　　02　雑入　　　　　　　2，0◎6千円（3千円）

　　医療費の返納金、貫一者納f・」’金などの諸収入を計Lしています、，

※屹改革に坦予算組鍍更にロヨ毬30・笙願旦遁坦L虹嘘遜旦（紛
　○療養給付費等交／・1今（△125，125Tli）

　　　退職被保険者とその被扶養者の医療給付にメ同“る被用者伴険の拠出金を財源と

　　した交付全　交付先が県｝移行するため皆減



○目il期高齢者交付金㍑へ2、153，730　F円）

　　繊から礁四醐嚇者に続医療費顛の保喘印・税衡を継するア、
　めの交付金。交付先が県に移行するfiめ皆減

O連合会支出金（△1’H］’］）

　　予算科目廃lt：

Oiftiffl⇒｝業交七丁金　（△1，8」8、490二ffi，］）

　　国保連合会がftっていた高頷医療費の共同事業。事業廃IEに伴い皆減

◇◇　村上市国保　歳出の費1ヨ別状況　◇◇

【歳出】

款 30年度予算額　　29年度予算額

（単位1千円）

／・L較　 （30－29）

01総務費 11？、889　　　　　　　　1］2，」臼 748

02保険給付費
03

4440，409 　　4、680、640『…一一『一

△240，231

国民健康保険事業費納付金 1，144，484 0 　　1，444484ヒー「

一一1－．1…一＿i一 一…08　保健事業黄 64，084 63，430
一一一654

09　基金積立金 丑 目 0

］o公債費 200

n　諸支且金 11，923

　200－『＿＿

U，701

　旦
222－一〔－

　0

一．．

　一A12　予備費 10000
10，000

（後期高齢者支援金等） 0 」一．．一．

　　『i－一一．．＿
　　△765，206

　　　　　　　　　　　　　一一㈲湖高齢者納イ｜金等） 　　　o－一一一

　765206－．．1［一　　一

　　2β54 △2β54
一一一

（老人保健拠凸金） 0
　20∀一一一 　　　　　　伽一．

　
　
　
　
　
△
2
0
内
一

『i」一『－1」（介護納付金） o 　312，514｝『

△3P，5孟4
供同事業拠出金） 0

1，709，283 △1，709，283

『w歳　出　合　計 i　6，084，000 7β68，000 △1，584，000

旦＿総務豊＿£…鐘鍾、遡皇一⊇＿
醐事業を麟するための噺事繊（総瀦麟、徴麟、瀧臓会費）を計上

しています。

0］総務管理費　106，381秤1（725千N）

　　Ol　　一舟受管理費　　to2，9611二F］　（工，128『二円）

　　　一般事務費、職員入件費を計．Cしていま九

　　〇2　連合会負担金　3、420千円（△403千円）

　　　国保連合会への負担金を計上しています。

　02　　／致税費　　　 6，059『二円　 （16千1コ’1）

　　国保税の賦課微収にかかる経貴を計上しています。
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03　1茎営協議A費　　449千F］（7f’－Fi）

　匡1保運営協議会にかかる経費を計ヒしていパ・。

Q2」麹顕鮒壇＿⊥予篁鍾4．4旦40旦円∠髄度比一△2≡31丑i旦

…
度
　
ト
一

　
r
「
　
＝
言
．

　
イ

一

　
　
　
　
　
▽

ー
ー

　平成30隼度の保険給付費は、28年婁までの芦療費実績、平成29午度決箪見込み及

び波保険者数の推移見込みを参考に市で積算し、所要額を県｝一報小［f”ものです。

　／・ll．成22「度以降の…自隻被保険者療養給付費の決算状況は、被保険著数の減t／，．．　e．もか

かわらず微増減の傾向ですが、　・人当たり匿療費ljL昇傾川が続いています。

【壬些別．般閲呆険者療養糾・憤の決算状況】　　　　　　　　（セ｝≦f’1－：『「・f］）

　23

4，079，890

｛被保険者…人当たり医療費の状況】 （単位：円）

什度

1川．市

県平均

23

334，929

318，1．30

24

335，019

323，939

25

350，］39

331，947

26

358，305

339，895

27

380，225

355，421

一 ～｛一『・一一
　　　　28

38㌧447

…．一＿“－
　　　359β9玉

保険給付費総額としてけ：、前乍度比2億4，02，3万1丁円減となる41億4，040万9千

日を見込んでい一？：仁頃目別の伴険給付費予咋額は次のとおりです。

　　項

Ol療養諸費

02高額所雀

費

O；，3移送費

i一

㌫元嘉扇ぎ

　　　　　目

Ol、・般彼保険者療養給付責

02退職被保険者療養給付費

03．・．一般被保険者療養費

04退職被保険者療養費

05審査支1ム手数料

Ol．…般被保険者高額療養費

02退職被保険者高額療養費

03．．．般被保険者高額介護合算

04潰職被保険者高額介護合算

o］　般被保険者移送費

02退職被保険者移送費

0川二i」産育児一・時全

Ol葬多肇で

（単位：．下円）

合 計

30・u膓：予争額 29《1度予算和 比較（30・．．29）

3．725｛88 3，980，470 △255，282

1］0β24
一一　　　　　　　　　　一一
　　　　　103，000

一一＾「｛一一rwハi．
　　　　　　　7β2イ

　　　　　　　　　　． 一｝A巾一一『－
　　　　　　13，000

一一　一一…｛一［一
　　　　　　△2，978

弔

王，0σ0 1，000 o

1．0ρ6」 ］」，200 △1，139　　　　　　w

537038
532，900 4，B8

　　　　　．

24，424

・

　　　　　．．．

　　　　　　／5，0」8

．一『〉．一　」“一i－＿
　　　　　　　9，406

　一．300 ．一一一 『1．

　　　　　　200
一『｛一『－
　　　　　　　100

　　．50
・．

　　　50
一…一一w」－

　　　　o
…ぺぺ．一．一ヒ「ヒ・．．．・一肖

　　　　　　　　1 1 0

1 1
一　　　　　『

15ρoo 16β00
一．〕．一一一一一

　　　△1800

　　7，000

4，llO，409

7，000 0

・竺：旦9，皇竺L＿三巫題旦



03－u眠健慶斑鍾塞萱趣燈一一』獲鎮」一也幽王巴∠勤亙上宣曽〕」一

搬鍾に恥渚哨1寸県が猷の願慾・劇丑琳と鱈・とにぽ荊村
は微給憤滝繊歯緒支繊・櫨細捻・・綱の噺とし領醜鰍1錨織
納金を都道鵬剛杓勺る酬鍵励ましたc　・＄業熱蛤の酬は国蜘、酬灸
税のほか・一般会・　肪・・繰燈婬がit・・’Cら按す。予算銚県力躰された額と

同額を計上しています。

　Ol医療給｛iee分　　　　　973β69十円

　　OI…般被保険者分　　963，231千円

　　02　　退脂〔被f呆「倹者　＞　　　　　IO，138『『二r－「・］

　02　後期高齢者支援金等分　353，052千円

　　01　　－－fi又被保険者づゴ　　　34．8，80，5　i二1］

　　02　退職被保険者分　　　4，247ffq

O3介護納付金分　　　ll．8，063日・・］

　※退職区分なし

ΩL爆健裏塞豊一＿1予算額．旦．幽五1∠自雄鯉＿難王田．

　○特定健康診蓋．事業

　　特定健診事務手数料　　　900千円

　　特定健診委託料　　　35，606千円

　○人間ドック助成事業

　　繍の棚・鞠1観・醐台療を雌し張微者の鮭酬凝｝勤紗．
　　人刷ごック健診事業委託料9，000千rg＠1万円×900人

　○湯っくり湯ったり事業委託料　　5，000千円

　　線入緻成蝶・械25鞍成・利胴数継撫くはしf。．鵬（］～3
　　月沖の鰹朋縦・平成28鞭縮（醐飾）で25，775名でば。
○保麟業繍料756千円　総錘ス・］ミベソクラブ（SC冷と連携

　　　’歩こう肪かみプ・・ジェ川・276・問優ラン防さひ）

　　　・ウ／－　一キングイベント　58千円（愛ランドあさひ）

　　　g生活習側静防教室134升］（全」座SC等礎携）

　　　・運動普及事業　288千円（全地区SCと連携）

○医療費通知等作成委託料　984干円

　　麟費逝吸びy”＝ネリ・頒薬品耕嵯額三蜘の械掴保齢会へ委託
○インフルエンザ予防接種助成金6（）0千円

　　臓以上副蝉業年縦でa・・－Fどもの仁ワ・レエンザ醐妾種酬の助成

95基金鱗＿．」圧算額．止刊ヨ∠藪亜度些」曽週旦∪一
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　国民健康1呆険事業財政調整基金（門民薩康保険給付準備基金から名称変更の予定）か

ら生じる才’｛息収入を積み立てるもので1・．、

lO一公債費＿．一し予鐘額＿2Qq千巴∠髄年度比＿増滅なし】

　・時川入金利子

11＿識坦金一．一一且盟＿［L鯉旦w嵐錐鯉＿222一壬旦

　0玉　償還金及び還付加算金　　保険税を〕蓑付9る際の還付企攣を計としています。

02繰目．隆　　．一般会計へσ）鮒恰です。

12　董備費＿tt＿一主董篁額』000ヨ三□／董窪度趨　圭越なLL，］＿

端國麹互予算科甦変更貼旦望戊30鞭から呈垂呈辺．い歳雌旦⑨
　O後期高齢者支援金等（△765，206一r円）

　　　麟離襯疎の噸紺墳｝こ綱凸る保紺触分（10％）の鯉金．県が剤｝

　　することになったため皆減。ただし、その財源の…部は市が県に納入する田民健康

　　保険亨業i聾納付金に含まれまナ。

　（）肩1∫具月高歯令者糸内イ寸金：等　（△2，854＝rl］）

　　65歳から74歳の前期高齢脊に係る医療費負担の1に険ぞ門の不均衡を調整するた

　　めの拠1］全。県が支山することになっア1ため皆減nただし、その財源の．一部は市が

　県に納入する国民健康保1倹事業費納付金に今まれま一／。

○老入保健拠間金（△20fi，r．j）

　　事務費拠出金のみ残っていましたが、平成29午度をもって終」しました。
（つプト…翼…／＊・内ト1『金　 （△312，514丁・1：円）

　　40歳から64歳の介護保険2号披保険者に係る保険料相当額．県が支川すること

　になったため浮減。ただし、その期源の一部は市が県に納入する国民健康保険事業

　費納付金に含まれま一g－。

○共同事業拠ei金（△1，709，283千円）

　　国促連合会が行っていた高額医療費の共同事業。事半廃｜ヒに伴い皆減

ゑ1



Wi

平灘峰度国民健麟濃糊桧計予算の概要

歳　　入

款 （単位千円、％）

H30垣29）， 平成30年度 …9鞭1 増滅額 増滅率

日ω1国民健康｛呆険税 1，068，647 ］，129，613 △60，966
2　　　　　〔2）　　分担金及び負担金

4，928 8ρフ51 △3，147 △39・・購定鍵含鞭蛙（心融、聴姪礁償としたための測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
3　　　i　（3）　　i使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700i

8001　　△100 △］Z5司国民健康保険税督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

i41（4）1国殿出金 1　　　50，　1．558．6］31 △1，558，563、 △卿騰麟醐輪錠翔外・麟紺費鴇簸殿等鮫號・…な・た勧嚇　　11　　　（5）瞭養給付費等交付金　　　　…
　 oi　125，125i △125，1251皆滅

l　　i⑥1前期高齢者交付金 ｜ 司　2］53，730｝ △2，153．7301 皆減
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1（9）1共同事業交付金 《
0

］、8旦4goi △］．8丁814gol
皆減声業廃止。伴幽　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

61（旧働産収入 10 10 oi　　O．0司基金利息収入

7　臼つ［繰入会 466，791　　　「 5刊．574
・、。，8，1

△8叫保縫盤錠繰入金や基金繰入金等の減
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；
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！　皆増
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村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定（案）について

【改正理由】

　平成30年4月ヱ日から「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律」の施行に伴い、国民健康保険運も協議会に係る規定の一部を

変更する必要があるため。

【改正内割

目次の第1章及び第2章の章文の加除修正。

第1条及び第2条の見出しの加除修正。

協議会の名称に係る規定の追加。

第3条及び第4条の宇句の修正。

【施行期則

平成30年4月1日

13



（案）

［別　　記1

平Jj3L　30・i三川1二市条例第　　号

　　村．｛市国民健康保険条例の．部を改

　村いも国民健康保険条例（平成20年村上

三す一る条イ列

了条例第157号）の一部を次のように文正する。

　目測｜f＝r　5国鍵鰍蜘a／・次に・の事務・を媛一国民離職麟繊会．、　6ご

「柿の服幽蘇険撲の1重当・劇端議会川敏める．

　　「第障祈斯週醐馴倹ほ・第障祈栢う眠健康鹸の事務，．’1‘、
改める。

第礫の則｛し中国鍵鰍1肉の次に⑰醐」勃陳る．

　　「第埠繊健鰍険運営嚇会・を・第・章輔囎蜘繰鱒業の瀧蝋
する協議会」に改める。

第2条搬｝しを甑）中1甑鎌保険瀦礒会ほ・柿帽民繊保昧業
の運営に関する協議会」に改め、同条を第2条の2とする。

　第1条の次に次の条を加える。

　個民健康保険の運営に関する協議会の名梱

第2条醒蛭保1難縮・3・年法Z輔・92号．以下蜘という．）第1、繍碩｝、規

定する柿咽醜康保嘩業の運営に関す嚇議会の都、は、　4・j’．i、噛雌齢鞭

　営協議会（以下∫協議会」という。）とする。

　第3条中「前条1を「前2条．1に改める。

願舗順蜘別掴礫酬倹法（獅僻法繊192弩・．肝眠という．）．．、
を「法3に改める。

　　附　則

　この条例は、「IZ成30年4月1日から施行する。

亙4



声
麟

村ま二市国民健康保険条例（平成20年村±市条例第157号）豹日対照表

（案）

新
日

i歌　　　　　　　　　　　　　…
i　第1章　本市が行う国民健康保険の事務（第1条）　　　　　　　　1

1・・章警…保険…一・す・・議会・第・条当

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

1　第璋本繭清う国民曝保険の事務　　　　　i
l　体市が行う国民健康保険の享務）1

…第1条　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
・　　　第2章　本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　（国民健康保険の運営に関する協議会の名称）　　　　　　　　　　i

l第

　会砿称は・村上掴離康保険運営協議会似下「協議fi’iという．）

　　とする・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　「

　　協議会　　　　　の委員の定数）　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

嘩蝶の2協絵

目次

　第1章

　第2章

　　　　　3条）

　　　第1章

　（本市が行う国民健康保険

第／条　　（略）

　　　第2章

（追加）

本市が行う国民健康保険

国民健康保険運営協議会

k嘉／条）

本市が行う国民健康保険

　　　　　　　　）

（第2条・第

国民健康保険運営協議会

（国民健康保険運営協議会の委員の定数）

1
　

‘
　

／

　
　
　
　
ー
ノ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
．
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　

．
　
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

員の定数は、次に定めるところによる。

（1）～（4）　　（略）

（委任）

・到・・条醗康保険髄臓会・蘂・詮と・，．・。。。。i

定数は、次に定めるところによる．

（工）～（勾　　（略）

〔委任）



声
訟

「（1）　（3）（略）

㌧㌶平成，＿、一施行す。．

．Q）一（・）（略）　　　　　　　　1

、（灘・



．

亘］

オ左ヒ市国民健康保険給｛て1等準備基金条例の一一部を改正する条例制定（案）について

投i「∫軸】

　国民健康保験制／古’』改刷　より、県が国保財政のfi（fl一休になるなど国保貝オ政0）仕粗み

が変わ㌃二と剛川｛瞳及び葬祭馴を除く搬紺・r晴領胴源焼噛支系縫

れるこパ新に敵紗る継費細捨輪めて閲健介ノ掴徽撤の運剤・資するもの
と一9一る7め。　　　　　　　　　　　　　「

【改疋内剤

国保の財蛎『資〕る鈴（商ことから、保険ホ紺等への不足の験～ごけではな

く・匡牌撤に麹⑰ミメ1：じ撚｝ぽ用できz」訓・万とともに汐幕酬金が・s－、ti／

ノ場今・ぱ、国・け等の償還額を除いた範閲内C債みlil／てがcきる」、うに・aる。

腕行期　1】

平月E30勺三4／・lll一［

盈7



　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）

1別　 fi［／

」成30tl．・］il・川条例第　り

　　村．．ヒ市国民健1；相呆険給〔判誹訓蕎基金ず例の．拙を改li．1．る采例

川細剛瓢｛倹別・渕献金条M報2・日1肺鰍、那，）の音1嚇川、
うiこ「改正する、，

　旭名6次のようにll丈める、、

　　　1川・巾国民杣｝1｝1：険』巣貝川り杜舳∪、弐例

　第［条を次の」：戊に敬める、，

　（又i”！）

第陳本巾は・匡眠健1…k保険お勲濃↑尉｛撤｛重斯・剤．るため、，lii川識馴抽衰

　事宇則政調楚基金（．以1・’1基金1とい玩、）を｝λ匿川・る。

　弟2粂弟2項を削る、、

第6矧嚇齢峰｝・剰』る蹴い相幻1蜘巡鹸」・繍ホ州金バlfi，1
民纏川ぴ険」｝業〃）川政1．LI引父障｛｝茂める、，

　　附　 貝8

　こ（ハ粂例｝い　い茂3esf三4月日・｝から施f］．9・ゑ，

菖懲
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恕e年度保険税率検討資舞 資料4　…

嚢釜i欝難霧曇繋翼竃縷叢覧鍵欝i肇誌

改定後の熊税≡は・賦課害拾を満たし、現行より舗が繊ない毛のとなってしgy．

現行保険税≡と改定後保険税率の比藪

謀税区分　　　　　1①現行保険税≡1②改定｛麦保険税率1比較（②守））
　

i所得割」蓮塾LL　75豊％i　6－3G％
L均等害｛（応益割）1　　　26．000円・　　　　20、5GO円…

〔i詔意事項〕

◎以下3つを満た7よう設定

⑦需要額を満たす

②賦課割1合を保つ

③低所得番の隻担を増やきない

　　　↓
i①現行税≡i②改k後税率i比…狡⑫⑰）

艇
』

医療分

1三等害］（応益割）1

一
1．20　％1

　　－⇒
－5、500円1

12．40e円1 　　で2．200円i

1応能害‖計l
l　　　　　　i
l介護なしi
‘　　　　　「

1介護あり｛

　　　　［10．00　9・61

］2，20　　9そ）ト

　　　　L
9．10％1

11　’o％「

→°・9・％
i

－
O．70　9fe　1

i所得割　　　（応能害蓼）
隆等割一（応益割）　

］4600呂…

支援分 2．50　％｝

　　　‘9，900剖
2，80川

］2．30G　P弓　i

巴翼貰劉十 2，26％1

O．30％1

　　H2．409円1
2，40％1 G，2e・／・i

gOO司

1応益割計　I
i　　　　　l

｛遼㍑：麗｛
　　　　1

47，4GG円「

61．300円1
介護分

『900円i

　o円1
］3．GOO　円　i 13．900　P弓　｝

渠躰算定結剰ま・現酬で1蠕だ「内示」のため噺いに入分注意するよう婿がありました．

このことから詩細な資料につき烏ては当罐楡書誕とさせていただくことをご了離ぽす。





（別紙正）

「資料・］

村上市パブリックコメント手続を行う案件
1　　　案件の％称

村．ヒ市第2期国民健康保険データヘルス計画及び村上市第3期特定健康診

査・特定保健指巡実施計画（素案）

意見募集期間
自：平成30年　1月　4日
至　：　L戊戎3　0年　　　1月　2　5　日

担当課局 保健医療課

「第2期国民健康保険データヘルス計画」は、 診療報酬明細書（レセプト）

等のデータ分析と、それに基づく加入者の健康保持増進のための保健事業の

実施計画です。

1第3期特定健康診査・特定保健指導実施計画］ は、生活習慣病予防を目

案倖の概要 的に実施する特定健康診査、特定保健指導の実施計画です。

国の指針等では両計画を一体約に策定すること も可能としており、本市に

おいても、特定健診等が保健事業の中核をなすものであることから、 体的
に策定するものです。

計画期間は平成30年度から平成35年度の6年間です。

「臼木再興戦略」（平成25年6月 14日閣議決定） において、市町村国保

を含む全ての保険者に、レセプト等のデータの分析に基づく加入者の健康保

持増進のための事業計画（データヘルス計画）を作成し、事業実施、評価等

を行うことを推進するとされました。

これを踏まえ、国民健康保険法に基づく保健事業実施指針（厚生労働省告

示）に基づき、健康・医療情報を活用 してPDCAサイクルに沿った効果的
かっ効率的な保健事業の実施を図るため、平成28年度に第1期計画を策定し、

各種保健事業に取り組んできました。

案什の趣旨、 前期計画が最終年度を迎えるにあたって評価を実施し、本市の健康課題の

目的及び背景 改善に向けた第2期計画を策定するものです。

高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和57年8月 17日法得第80号）に

より、平成20年4月から、保険者 （国保・被用者保険）に対し、40～74歳

の被保険者及び被扶養者を対象に、 生活習慣病予防のための健康診査（特定

健康診査）及び保健指導（特定保健指導） の実施を義務づけられています。

これを受け、平成20年度に第1期、 平成25年度に第2期特定健康診査・

保健指導実施計画を策定して、特定健診等を実施してきました。

前期計画が最終年度を迎えるにあたり、 第3期計画を策定するものです。

1月4日～1月25日 パブリックコメント受付

今後の予定
2月上旬　　　　　　　　　第4回村 ヒ市国民健康保険運営協議会

2月下旬　　　　　　　　　パブリック コメント結果の公表

市長に計画案を答申

備　　考

藩欝



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（案）

（男日糸氏3）

　　　　　村上市パブリックコメント手続を行う案件に対する意見の結果

　提出された意見の概要及びそれに対する市の考え方について、次のとおり4表します。

【提出された意見の集計結果】
　

一｛閲＿
　　　案件の名称

而…一一

村上市第2鶴国民健康保険データヘルス計画及び村上市第3期特定健康診

査・特定保健指導実施計画（素案）

意見提出期間 再成30年　1月　4日　～　平成30年　∫月25日　（22目聞）

意見の提出者数 O　人

意見の提財牛数 O　件

嚇　　　　　　　　　　　　1　。人

意見の受付状況
郵送

0　人

ファクシミリ O　人

電子メール L・人

欝3



【意見の概要とそれに対する市の考え方】

語の鵬 二「L－’umttt
壁・対す・市・考・方

2轟

二
へ
一

一



（案）

平成30年2月　　H

村上市長

　高　橋　邦　芳　　様

村上市国民健康保険運営協議会

　会　長　　菅　原　実　雄

村上市国民健康保険データヘルス計画及び第2期特定健康診査。

特定保健指導実施計画の評価と次期計画にっいて（答申）

職29年12・・P］・6・HNけ村保第392号で貴職から諮問を受けた鷲の幽。つい

て、本協議会において平成29年12月21日及び平成30年2月1日の2回にわた

り会議を行い慎重に審議した結果、別添の村上市第2期国民健康保険データヘル

ス計画及び村上市第3期特定健康診査・特定保健指導実施計画（案）のとおり結

論を得たので答申します。

　なお、計画の実施にあたってはこの答申を踏まえ、村上市の健康課題である脳

血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症の重症化予防と特定健康診査受診率の向

上に一層蜘組み・PDCAサイク・・｝こ沿った効果的かつ効率触保醒業の実

施により・村上市眠曝保険の被保険者の健蹄髄と医療費の鉦化に努めら

れるよう要望します。

別添

村上市第2期国民健康保険デー一タヘルス計画及び村上市第3期特定健康診査・

特定保健指導実施計画（案）

騒騒



描町禰⑳購保還営協議金の構威等
厚生労働省HPより

口

論

〈委員の構戒〉

○従来より市町村に設置されている国保運営協議会にあっては、

　・「玉　の　　　　　「玉　の　倹　又は　　蕨舶　　「公益（鴬識聴、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の三者必“の成t：とし、
・前期高齢者交付金の太察を拠出する立場である［「lllllEgiiisf　　　　については、国保の財政運営の責任主体

となる都道府県に薪たに設置される国保運営協議会において構成員と位置づけられ、都道府県の国保運営協議

会において意見表明が可能であることから、　町寸の玉　運≡協≡会では任意の　成：と位置づける。

※なお、被保険者の健康の保持のために必要な保健事業についての全体的な取組方針等は都道府県に置か

　れる保険者協議会において議論することを想定している。

〈委員の数等〉

○国保の被保険者の代表、国保の保険医又は保険薬剤師の代表、公益の代表の各側の意向が適切に配慮され

被用保険の檬については・任意の構頗であることに鑑み、の則の果計嘩珊とする。

○各側委員の具　的な人Xについては、　　町寸の±峰踏まえてX例によ別定する。

○委員の醐については、三隻とする。

　　※30度までは現’漣り二　の壬ハとし30度以xの委昌の　壬以久三　とする




